
 

 

県育成オリジナル品種活用産地づくり支援事業 

（うち品種導入支援事業）実施要領 

 

令和４年４月１日付け３生流第4887号通知 

令和５年４月３日付け４生流第4641号通知 

 

 「県育成オリジナル品種活用産地づくり支援事業（うち品種導入支援事業）」について

は、福島県農林水産業復興創生事業交付金交付要綱（平成２９年３月３１日付け２８文第

２９８号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。）、福島県農林水産業

復興創生事業実施要綱（平成２９年３月３１日付け２８文第２９７号農林水産事務次官依

命通知。（以下「国実施要綱」という。）福島県農林水産業復興創生事業実施要領（平成

２９年３月３１日付け２８文第２９９号農林水産省大臣官房文書課長、食料産業局長、生

産局長、水産庁長官通知。（以下「国実施要領」という。）に基づき、福島県農産振興事

業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）、福島県農産振興事業事務取扱要領（以

下「事務取扱要領」という。）及び福島県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年福島

県規則第１０７号、以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるとこ

ろにより適正な実施を図る。 

 

第１ 事業の目的 

県が育成したいちごのオリジナル品種（ゆうやけベリー）（以下「ゆうやけベリ

ー」という。）の品種登録出願や商標登録出願とタイミングを合わせ、栽培管理の

可視化とスピード感を持った普及の展開・PRに一貫して取り組み、競争力の高いい

ちご産地を育成することを目的とする。 

 

第２ 事業の内容 

ゆうやけベリーの作付実証及び一般栽培に必要な初期生産資材、施設及び付帯設備、

設備、機械等の導入に係る経費を支援するものであり、事業の内容、事業実施主体、

補助対象経費、補助率等については別表による。 

 

第３ 補 助 

県は、予算の範囲内において、交付要綱の定めるところにより事業実施主体等に対

し直接補助するものとする。 

ただし、交付額は千円単位とし、千円未満の額は切り捨てるものとする。 

 

第４ 事業計画の申請、承認等 

１（１）事業実施主体は、事業実施計画書（別紙様式第１号）及び事業実施計画承認申

請書（様式第１号）を作成し、管轄する農林事務所長（以下「所長」という。）

に申請する。 

 （２）事業実施主体が市町村域を越える広域的な団体（以下「広域団体」という。）

である場合は、事業実施計画書（別紙様式第１号）及び事業実施計画承認申請書



 

 

（様式第１号）を作成し、主な事業実施地区を管轄する所長に申請する。 

  （３）事業実施主体が県全域を範囲とする広域的な農業団体（以下「県域農業団体」

という。）である場合は、事業実施計画書（別紙様式第１号）及び事業実施計画

承認申請書（様式第１号）を作成し、農林水産部長（以下「部長」という。）に

申請する。 

２ 申請を受けた所長は部長に協議を行う。 

３ 所長又は部長（以下「所長等」という。）は、審査の結果適当と認められる場合、

事業実施計画の承認を行う。 

 

第５ 事業計画の変更 

１ 事業実施主体は事業実施計画の承認を受けた後に、国実施要領第３の２及び交付要

綱別表１に定める軽微な変更以外の変更を行う場合は、第４の１に準じて事業実施計

画書の変更（別紙様式第１号）及び事業実施計画変更承認申請書（様式第２号）を所

長へ提出し、申請を受けた所長は部長、県域農業団体が事業実施主体の場合は部長と

協議の上、適当と認められる場合は承認する。 

２ 事業実施主体は事業実施計画の承認を受けた後に、軽微な変更を行う場合は、事業

実施計画変更届（様式第３号）により所長等に速やかに届け出るものとする。 

 

第６ 事業の実施期間 

    本事業の実施期間は単年度とする。 

 

第７ 事業の成果目標 

 １ 本事業の実施に当たっては、事業の開始前に事業の成果目標を事業実施計画に定め

なければならない。  

 ２ 成果目標には、ゆうやけベリーの収穫量を取りまとめるとともに、作付の結果得ら

れた情報の共有等、県育成いちごの普及推進に協力するものとする。 

 

第８ 成果確認検査 

事業の確認検査に当たっては、農林水産部所管の補助事業等に係る検査事務取扱要

領に準じて確認検査を行うものとする。 

 

第９ 事業実施状況の報告 

所長は、提出された実績報告（別紙様式第１号）を実施状況報告書として取りまと

め、事業を実施した年度の翌年度の６月末までに部長に提出する。 

 

第１０ 事業の評価 

１ 事業実施主体は、県育成オリジナル品種活用産地づくり支援事業（うち品種導入支

援事業）評価報告書（様式第４号）を作成し、事業を実施した翌年度から３年間、５

月末日までに所長等に報告するものとする。 

 ２ １の提出を受けた所長は、内容を審査し、事業を実施した翌年度から毎年、６月末



 

 

日までに部長に提出するものとする。 

 

第１１ その他 

１ 交付要綱の第１号様式中｢２ 事業の内容（実績）｣の別に定める様式については、別

紙様式第１号のとおりとする。 

２ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、部長が別に定めるも

のとする。 

 

附 則 

１ この要領は令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は令和５年４月３日から施行する。 



別表（実施要領第２関係） 

 

事業名 

 

 

事業内容・事業実施主体・補助対象経費等 

 

補助率 

 
県育成オリジ

ナル品種活用

産地づくり支

援事業 

（うち品種導

入支援事業） 

（事業内容） 

１ ゆうやけベリーの作付実証及び一般栽培を行うために必要な経

費を支援 

ア 作付実証 

各実証地域の気象条件に応じた実際の栽培管理を通じて収量

や品質等が確保できることを確認すること。 

イ 一般栽培 

作付実証を行わずに「ゆうやけベリーの」栽培を行うこと。 

 

（事業実施主体） 

１ ゆうやけベリーの作付実証を行う農家及び一般栽培を行う農家 

 

（補助対象経費等） 

ゆうやけベリーの作付実証及び一般栽培に必要な初期生産資

材、施設及び付帯設備、設備、機械等の導入に要する経費 

ただし、施設及び付帯設備、設備、機械等は、前年からのゆう

やけベリー作付面積拡大分とする。 

１ 初期生産資材（基肥、マルチ、ミツバチ） 

２ 施設及び付帯設備 

３ 設備 

４ 機械 等 

 

（採択要件） 

１ ゆうやけベリーを施設単位で導入し、生産・出荷する取組

であること。 

２ 関係機関・団体等の意見を踏まえ、選定された事業実施

主体であること。 

３ 作付実証を行う農家にあたっては、県が別に定めるゆう

やけベリーの普及に要するデータや収穫物の提供等に協力

すること。 

 

（事業実施期間） 

事業の実施は単年度とする。 

 

 

初期生産資材 

（定額） 

 

施設及び付帯設備、

設備、機械等 

（２／３以内） 

 

 

  



様式 

事 業 名 事業実施計画書 事業計画承認申請書 
交付要綱の第１号様式中の｢２事業の

内容（実績）｣の別に定める様式 

県育成オリジナル品

種活用産地づくり支

援事業 

（うち品種導入支援

事業） 

別紙様式第１号 様式第１号 別紙様式第１号 

 


